
航空機の安全かつ円滑な運航を担う広範囲な業務で、次の業務からなる。

（１）運航援助情報業務

ア．飛行計画の審査

イ．航空機の運航監視

ウ．航空情報、ATIS情報の提供

エ．管制情報処理システムによる情報の編集、管理及び交換

オ．航空機の捜索救難に関する情報収集及び関係機関との調整

カ．混雑空港等における発着調整

キ．運航関係許可事務

ク．航空事故等調査の援助

ケ．外国航空機への立入検査

（２）飛行場情報業務

ア．飛行場の安全な運用のためのトータルマネジメント

イ．飛行場面の点検、駐機場の割当て等の飛行場運用

ウ．制限区域の安全管理

エ．鳥獣と航空機の衝突防止対策

（３）対空援助業務

ア．空港に離着陸する航空機に対して、管制上必要な通報の伝達及び

離着陸に必要な情報の提供

イ．飛行中の航空機に対して、航行の安全上必要な情報の提供

運航情報業務

（４）航空交通管理情報業務

ア．航空交通管理に必要なダイヤ情報、スポット情報及びタクシング時

間の管理

イ．全国の空港の運用状況の収集、ダイバートに関する調整及び航空

保安業務提供時間の臨時延長に関する調整

ウ．データベースの整理、管理、分析及び分析結果の提供

（５）航空情報業務

航空機の運航のために必要な航空情報の作成及び発行

【航空情報の形式】

・航空路誌 ・航空路誌改訂版 ・航空路誌補足版

・ノータム ・航空情報サーキュラー ・チェックリスト

・飛行前情報ブリテン ・ＡＩＰデータセット ・地形データセット

・障害物データセット

洋上を航行する航空機に対して、管制上必要な通報の伝達及び

航行の安全上必要な通信及び情報の提供等を行う業務

管制通信業務


